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規
　
則

◯
秋
田
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
七
・
水
産
漁
港
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
八
・
建
築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
七
号

秋
田
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
十
一
条
の
表
中
「
山
本
郡
」
を
「
能
代
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
八
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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別
表
（二）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、

を
削
り
、
同
表

」

」

「

「

１

ペ
ー
ジ
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鶴
形
、
桧
山
、
常
盤
（
（三）
項
に
掲
げ

る
地
域
を
除
く
。
）

字
鶴
形
、
常
盤
（
（三）
項
に
掲

域
を
除
く
。
）
、
檜
山
、
母

項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。

ツ
井
町
麻
生
、
二
ツ
井
町
梅

項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。

ツ
井
町
加
護
山
、
二
ツ
井

石
、
二
ツ
井
町
切
石
、
二
ツ

繋
、
二
ツ
井
町
駒
形
、
二

種
、
二
ツ
井
町
飛
根
、
二
ツ

上
場
、
二
ツ
井
町
二
ツ
井

（三）
げ
る
地

体
（
（三）

）
、
二

内
（
（三）

）
、
二

町
苅
又

井
町
小

ツ
井
町

井
町
荷

二
ツ
井
町

（三）
項
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
地
域

常
盤
の
う
ち
字
釜
の
岱
、字
不
動
前
、

字
湯
の
前
、
字
館
の
下
、
字
大
岱
、

字
西
の
沢
口

二
ツ
井
町
小
掛
、
二
ツ
井
町
田
代
、

二
ツ
井
町
濁
川
、
二
ツ
井
町
仁
鮒

常
盤
の
う
ち
字
赤
倉
、
字
小
豆
畑
、

字
大
倉
、
字
大
岱
、
字
大
嶽
、
字
霞

沢
、
字
金
山
、
字
釜
ノ
岱
、
字
窟

岩
、
字
黒
瀧
、
字
小
嶽
、
字
小
松

崎
、
字
地
蔵
倉
、
字
柴
垣
、
字
柴

倉
、
字
障
子
倉
、
字
杉
沢
、
字
摺

鉢
、
字
空
岱
、
字
滝
ノ
沢
、
字
館
ノ

下
、
字
砥
草
岱
、
字
砥
草
岱
下
、
字

中
ノ
沢
、
字
西
郡
台
、
字
西
ノ
沢

口
、
字
荷
穂
倉
、
字
端
欠
、
字
二
タ

岐
、
字
不
動
前
、
字
船
打
沢
、
字
古

ケ
ト
、
字

沢
、
字
巻
場
、
字



（三）
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

「

に
改
め
、

を
削
る
。

」

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

二
ツ
井
町

田
代
、
濁
川
、
小
掛
、
仁
鮒

梅
内
の
う
ち
字
小
滝
、
字
窓
山 崎

字
地
蔵
倉

字
柴
垣

字
柴

倉
、
字
障
子
倉
、
字
杉
沢
、
字
摺

鉢
、
字
空
岱
、
字
滝
ノ
沢
、
字
館
ノ

下
、
字
砥
草
岱
、
字
砥
草
岱
下
、
字

中
ノ
沢
、
字
西
郡
台
、
字
西
ノ
沢

口
、
字
荷
穂
倉
、
字
端
欠
、
字
二
タ

岐
、
字
不
動
前
、
字
船
打
沢
、
字
古

ケ
ト
、
字
掘
抜
沢
、
字
巻
場
、
字
待

倉
、
字
待
崎
、
字
弥
助
沢
、
字
谷
地

沢
、
字
湯
ノ
前

二
ツ
井
町
梅
内
の
う
ち
字
小
滝
、
字

窓
山

母
体
の
う
ち
字
大
滝
、
字
片
カ
リ

杉
、
字
苅
又
石
、
字
山
内
沢

国
有
林
地
域

常
盤
の
う
ち
字
釜
の
岱
、字
不
動
前
、

字
湯
の
前
、
字
館
の
下
、
字
大
岱
、

字
西
の
沢
口
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